
間8 医師等との終末期の治療方針についての十分な話し合いと文書等の提供に対して、   

診療辛が支払われることが好まLいと考える理由   

何回も繰り準し相談した結果の文革、意志が変化した時などの取りやめなど時間をかけた相鉄  
207  

ならそ九だけの報酬烏支払ラペきだと思う。   

208  相談lこ応じることや臨終に関することは医師の本分に当たると思う．当然支払われるべき．   

209  捷廣診断などをした場合の診断書の代金と同じなのではないかと考えるので．   

210  医凍†予冷の範囲内と考える。   

211  内容がその支払いに対価価値があればいいと思う．バラツキはタメ！   

よりよい治療方針を相談するのが好ましいと思います．時間がかかると思いますので支払いは  
212  

当然です．   

自分の考え方や治療方針の方法、尊厳死などについて話し合いができるのであれば、診療費が  
213  支払よれることと患者もー都負担も妥当と思うが絹枝料があまり高い設定にしないで欲しい。   

214  適切な診断とし患者、医師双方の了知した内容があることを期待ナる．   

215  患者の経済の負担が少しでも軽くなればと思うから…。   

216  作成するために費用がかかるから。   

217  診旅費の支払いが助かります．   

218  そのような行為は当然だと思っていたから。   

21！〉  責任とプライドを持って接して頂きか、ためです．また患者として当然のマナーだと考えます。   

220   

病院の経費資金不足と言われている中、親身になって治療方法などの話し合いが行われること  

は病院側の時間と手数がかなり負担になると思われる．よって患者の負担も当然と思われる。   

221   

診療としての話し合いは大切であると思うので、それに相応した相談料としての支出は当然だ  

と考える，   

222  医療側に相当の対価を支払うごとは妥当と考える．   

22：l  そのために教育を受けてきた専門家であり一番いい迂を作ってくれろと思うので．   

224  生きている間は患者であるから拇談すれば一郎負担金せ支払うのは当然だと思う．   

225  時間を使って鈷をするのだから。   

226   医療者のポラシティア的精神に任せて医療機関に上って羞があってはいけないからきちんと仕′  
事の一評として走れ十分な時間を費やして欲しい．   

227  今後医療機関の発展のため協力します。   

228   相談も医療行為の1つだと思うから。特に終末期の揚令は十分な時間をかけてじっくり話し合  
いたいと思うので。   

229  意思の専門的な説明、解明などに経費として支払われることは当然と考える．   

医療機関が指し合い、文書などの提供を行うことに対価が発生することは通常の考えだと思い  

230     ます。その時患者が支払うことは可能だとも思いまナが、公的医療から支払うことの方がなお  

好ましいと考えます．   

23l  医師側も診撰費をもらった方が真剣に取り組める．   

232   話し合う時間は仕事中とはいってもその時間を作るために他の仕事を隅整して（残業したりし  
て）いると思われるから．   

問a 医師等との拷末期の治療方針についての十分な指し合いと文書等の提供に対して、  

診燥禦が支払われることが妬ましいと考える理由  
現在は高齢者時代と言われ医療充実のために医療スタッフ確保のために支払われることはやむ  
を得ないと思います．  

プロからの適切なアドバイスに対してそれに見合った報酬は支払われるペきだと思います。弁  

護士も相談料をもらい受け5のと同じかと思います。  

医擬行為の転職内で両力に責任感を持たせるため．  

そこまでが治療だと思うので相談料を払うのは妥当である．高額なら支払うのはどうかと思う  

が‥．  

臣  支払われることに上って医師側は丁寧な対応をしてくれそうだから．   治る希望のある患者よりし鱒遣いや精神的負担がありそうなので．   
239  医索の再とみて相談料は支払われるのが妥当と思う．   

Z40  診療費を支払ったことのお互いのす任を果たすた玖   

Z41  総合治廉の一環であると考えられる．   

242  終末期医療に貢献すると思います．   

24ユ   

タグ（無料）というわけにlよいかないだろう．仕事なのだから仕方がない．金額が閉息  

にこしたことないが。   

244   軽い病気ならともかく、重病の場合は、患者自身の負担も相当な額が必要と子規される  
相談料がいくらか支払われることは好ましいことである。   

医療を生ける患者やその家族にとって心理的、社会的支援を診療費の中でみることは本  

245     抒にもともと含まれているものと考えろから．生物学的、医学的な診断・治療だけでは  

見込みのない患者、終末期を迎える患者とモの家族については何の助けにもならないか   

きちんと稲酬が支払われることで、いくら治らなくても自分の最期に買任を持って対処  

246     らえるから。十分な話し合い琴には医師にとっても仕事として時間を多く費やすからそ  

合った報酬はもらえないといけない。   

247  自分ではどうしようもないので、相蹟が必要と思います・家族の為にも・‥－   

248  診療相挟も医療費の一部である．医師・看護師にも真剣に考えてもらいたいから。   

249   責任を持って話し合い、治療を受けられる為には、相談料を支払う′くきであると思いま  
分納得のいく指し合い■Pあれば当然支払っていかなければならなし、と思います，   

250   

時間をかけて話し合いをし、文盲等を作成して頂くのに、時間と労力が必要でナ。それ  
る該療賀烏支払いたい．   

25l  痔疾の→部と考えていまナ．   

252  医療側の仕事だから、説明に時間かかるし、仕事に対する（種別？）請来は当然だと思   

カウンセリングであり、仕事の一環である以上報酬＝土支払われるペき．報酬がないと、  

253     ナる医師の方がぞんざいになる可た性もあるから。無料で行うのは多忙な医師の更なる  

なってしまう．   

254  病気によっては費用がかかると思いますので、必革だと思いまナ．   

255  ボランティアでIiできることではないと思いまナ．   

問8 医師等との終末期の治療方針についての十分な話し合いと文書等の提供に対して、   

診療費が支払われることが好ましいと考える理由   
重い病気には嘗めったにかからないとは思うが、かかる可能性は誰にでもあるので、支払われ  

256     る金はもらい、安心したい（互い病気は費用が高いので、出費が多くなるので）．経でも重い  

病気になりたくてなるのではないから．   

257  医療関係者の頓諒であり、充実した保拝された内容を受ける為にも当然です．   

患者が診断書を求める時、経費を負担する。患者が病状の変化等を医師等と指し合い、その後  

258     にその内容等を取りまとめ、文書等の提供を受ける場合は．経費を負担ナるのはやむを得ない  

と思う．但し、文書等の提供を受けない話し合いの場合は、経費の負担を求めるべきではない．   

259  請求される金鵜を払えるか不安．また、家族の負担を考えるとお願いしたい．   

261】  受け取ることによって責任を任せられる．   

261  仕事としてキチンとした対応なり、システムを作って欲しいから．   

262  文章に残すことは時間と労力を要するから対価を締るのは当然だと思う．   

263  医療行為の一貫として当然医療費は発生すると考える．   

264  その時問を診療に当てられるので、経費とみなしても良いのでは？   

265  それも医療従事者の仕事のⅦつであり，それに対しての報酬は当然であるべき．   

医療に携わる方々に受ける側が赤ひげ先生的なことばかりを望むのは良くないと思います．衣  

266     料はホ度な専門職でナ．死を安らかに迎えさせる為の相附こ対しては支払われるのが好ましい  

と思います．   

267  診療の一郎であると考える．   

268   治療方針について醸し合い、更に文書等の提供を希望ナるということは、診寮内容というか、  
意志や看護師連の内容に入るから、治療費の一鉢に入るように思えます。   

269  有料の方がより責任感のある具体的な相勘；できると思われるから．   

27（）   相談に対して、時間を取られる．相談料を支払うことによって幸ちんと医療者側にも統一した  
斉任、厳達、配慮を望むから．   

271  相談も治療の一つだから当然だと思う．   

現在の医療機関は、人手不足等で、無臍で話し合いや相談をするのは困難と思われる。また、  

272     医療関係者により、内容にも大きな違い声；ありそうなので、医療機関側に報酬脚あることに上  

り患者自身が納得できる話し合い等ができるのであれば相談料が発生しても仕方ないと思う。   

273  医師や看護師等に責任を感じてないから．   

Z74  自己負担の金額を抑えられる． 

275   ・先生から記載していただくから。  
・真剣に病気に取組んでいただけることと信じられるから．   

276  治探方針の相談も治療の頒と考えられるから．   

277  支払われないとちゃんと話し合いをしてくれないと思う．   

278  相談も診療の一郎として考えられるので．   

279  診療費は医師に対する正当な報酬だと考えます．   

280  生活が苦しい．  

固8 医師等との終末期の治鍍方針についての十分な話し合いと文書寄の提供に対して、   

診療費が支払われることが好ましいと考える理由   

281   

専門家（医師・看護師）より責任を待った納得いく回答に受けることに対して、当然それなり  

の診療費の支払いIi好ましいと思う。   

Z82  結し合い、文書等の提供で仕事金を支払うのは当然です．   

283  今はよくわかりませんが、何となく必要と感じる．   

284  治療方針を検討し、患者に示ナことも医師の業膀の一つではないかと思われる．   

285   自分のことで一生紛糾こして頂し、た声には、その費用は支払うペきでナ．きっと死を前にして  

医者は最善を尽くナと思われろので（と信じて）．   

286   終末期はその人の最期の生きざまで、もっとも大切な時であり、それを処方される医療関係も  
真剣そのものですので、相鉄料の支払いは当然と思います．   

287  労力が発生しているので、当然と思いまナ．   

288  診療費を支払った方が医師も時間を取りやすく親身になって語を細いてくれそうだから．   

289  医療側も患者側も話し合いを行うことが当たり前のこ▼ととして実施されるようになる．   

290  終わりが見えてるとはいえ、命に関わってくることなので、仕方ないと思います。   

医師と看護師、医療従事者が、患者との聞で、十分な話し合いと文書等の提供を行った為、次  

291     官と労力、病院内の業挟効率上、負担になっている為、診療費の（採算上は）支払いは必要だ  

ろうと思います．   

2⊆12  医療機関と患者双方にそれぞれ昇任を感じることができる，   

293  見込みがないからと見捨てていいとIi思えないから，   

294  自身の為の支蝮であり、一卸負軌ま当然と考える（現行保険制度の－－部員担と同じ…と考えて  
いる）．   

295   支払うのは当然だと思う．文事串の提供をお削、したのだから、相談料として一部支払うのは  
当然だと思う．   

296  醸し合いをすることも大切な診療だから。   

297  時間と労力がかかると思われるので。   

負担も少なくなる．何度でも納得のいくまで利用ナることができる，   

親身になって考えて頂き、より良い方法が発見できることはありがたいことで、それに対する  

診療費は当然だと思いまナ．   

298  費用を気にせず十分な相談を受けることができると知っていると、少しでも安心し、気持ちの     299       300  最近接家尉ヒが進み、夫綿二人の生活が増えている．斬れるのは拾寂してくれろ医師や看雄師   だけとなると、その方逢との小絆hを信頼関係をペストのものにしていきたいと思う．その為   には、潤滑油としての診虎斉は必翠だと思う．子供がいても、迷惑をかけず←生をまっとうし   たいと考えものlユ親の切ない領望だと思う．  301  医師や着古塵取医療従事者も相談を・受ければそれなりに時間を費やして資料を探したりするで   し上うから、それなりの相談料は支払うべきだと思います．  302  針分は低い年金なので家族に負担をかけたくない．  303  労働暗闘内の報酬と思うから。   
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】 
聞8 医師等との終末期の治嘉嘉五言三t示十分な凱′言こて盲妄i妄言壷供に対し壱：1  

診療辛が支払われることが好まLいと考える理由  1                        l  

間8 医師等との終末期の治療方針についての十分な話L合いと文書写の提供に対して  

診療費が支払われることが好ま＿いと考える理由  

本人の希望通りの意志を認めrもらった感謝の印としていいと思う．  

し 扁妄訂1詣諒1  
も大変だけど、医棟従事者凄も働いてもらわないと   

今後のこのようなことを国全体として進めていく為に、このような行為を医僚機関の好附こ類   

。。5  ‥、 
‥ 

ー 
ニ．‘∴．‥‥し：●－．  ▼ 

訂正義蒜扁嘉扁二義嘉前古㌫㌫t示、盲表開音妄壷面言lゝ㌻  】考えT、重大な決定を正しくやれない場合もあるのPは、と、心配する。  

自分キーいつ重い病になるかわからない為、家族に負担をかけたくない。  

自分が納得亡きる説明を受けられるのであれば、支払いに値すると思う。  

話し合いができれば良い  割負招くらいならそんなに金額も高くないと思うL、十分な相鉄  

相談自体が医療自体と考える為、診療費は支払われるのが当然．  

3‘10  患者に対しての医療の一部だと思うの■で、診療費が支払われ  341  診掠費を支払うのは農務だと思うから＝・。   
医療機関の担当者に多忙の中、時間を削いて専門的知識から  342  ったことに対して、当然ではないかと思います。   

343  専門的立場からの話であり、それは当然費用がかかるから。   

344  高い保険料を支払っているのだから、当たり前のことだと思   

コ45   診断の場合は、問診と同じだと思います，患者が納得いく詔  

に対しての不安感が薄れるように思います。   

346   

医師と大事な話、納得できるまで説明していただくのに時間  

払うのは当たり前だと思います。   

347  医療機関にも負担をかける。支払われた方がより相談にのっ   

348   一般の診療に比べ、文書の回答の寿が、医師に負担がかかる  

を大切に考えられると思います．   

349  医師・看護師の方々も時間を作り、仕事で話し合っているこ   

350   診療費が支払われうことは、終末期医撰にかかわる医廉従事  

ると思います．   

351  治る見込みがないのに豪族に負担をかける．その上にまた黄   

35：〉  「無料サービス」ではなく、費用計担は必要でも納周できる   

353  仕事の対価とLて当然だから。   

354  医療機関にとってもメリットとなり、＋分なケアを受けられ   

355  診療費が支払われることによって、借用できると思うから。   

356  診療の部として十分な話し合いと文爾等の提供を受けたい   

357  

相談料を支払うことで、より良い医療行為が受けやすくなる  

358   

たり前のことである。  

311】医療従事者に対する当然の報酬だと．巴うから。  ら患者の立場にたって相談  
312巨患者1一転負担するのも当然だと思うから。  

、ぅ一．  

でしエうか。  

費用なしで相談が行われることは考えられない。  医師を信頼して病気  話を聞ければ、  

∃  

__iii 
一〟－一】  

1                               ，  
－」  

－－－－－」  

のちに残る家族に少しでも負担を軽く一たい。  

司を作ってもら  専門家のお話は雁眉と同じこ考えるから。  うので、診療費を支  

診療報酬、†上事として当然のことと思う  

車をわずらわせるので、当然と思う。  

治療方針について十分な話し合いが必要だと思うから。  

てもらえそう。  

と思いますし、患者も文書の内容  

手に気兼ねなく詣ができる。例えば時間を気にせ√等。  

病状の変「とに伴う医療上の処置法の確立と賃任をとってららう為、稚涌の一環とする。  

年金生活者にとって大変ありがたい。  る8二事として当然であ  事者の買任あ  

間2で答えた事項を心おき  なく詳細に芸者し合いたいので、相談料を負担しても良い．  

費用がかかる  のは辛いです。  少しは自分で払ってもいいと思う（81才）  

話し合いをしたいから凸  
適切な相談に対し、報酬はあるペき 診療の一つと考える．  

▼           ▼      、    ■   ‾    、  

れることになるから。  プロとしてグ）意】鵠を・持って欲しい。  

対等でありたいb   

蒜†盲妄左す二二㌫芯・i二束一議ち三盲京言㌫首三㌻壷妄こ定二言忘墓石て盲㌻  
‘‘，〉】仙」¶√ ‾‾…”】」  

亘桓重責垂三三垂ニ   ‾  
医師の役務に対する正当な支払いは必澤だと思うので、  

医者には家族間様最後まで甲」ていて欲ノいから。  

ので、高齢化が進む日本では公的  

文書に㌻るならば、医師や着帯師の仕草がとても増える（負担）ので、当然の支払いと思う  
3
 

r
■
 

一部負担を支払うこ‘l二によっT安心して相談できる。  

通常、文霹等の提供は診療対象外のt】のであり、したがって相談叫として事前に取り決ぃて1  

く必要かあ5。  

－63一  

務 詣㌃可  患者が真に必要な情報を的確かつ文章にすることは、医療従事者の質任であり義   

頼従事者は患者に満足する説明ができたのならそれは正当な代価が払われるべきだと思う。 F  
ll† ‾▲■                  ▼l                 ’▼▼‾’▼ll‾ ’■■■‘‾               －    －一－ 1 一1 －1  

竺J＿竪竺空聖上！三三竺空竺聖竺三三聖聖思うから。  」  
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問8 医師等との終末期の治療方針についての十分な話し合いと文書等の提供に対して   

診療費が支払われることが好ましいと考える理由   
362  色々な専門家の方々の意見等を聞く為には、診察費が支払われるのがいいと思う．   

363  納得した説明をしてくれれば良いと思う。   

364   
何事についても時間対費用というものがあると思う。タダで話し合いが行われるようく  

あれば、どこかにそのしわ寄せが行くと思う。   

365  時間を割く以上、費用が発生するのは当然だと思う。   

366  手間もヒマもかかることに対して支払いが発生するのは当然であると考える為。   

367  治療・診療と同様だと思うので。   

3（S8  治る見込みがないとしても終末期をどのように過ごすのか指針になると思うから。   

369  医師の仕事であるから。   

370  何事においても無料ということば、買任が薄れると思う。   

37l  

372   

373  相当な時間を要するから。   

374  支払われることは、当り前です。   

375  明確に治療方針等納得するまで聞くのも医療の中の診療になると思う。   

376  診療してもらったら払うのが当然だと思います。  

医療機軌ことって相談や文事作成に時間を費やす＝他の患者の診痛ができないというこ   

377   るので、相談料をもらえないと時間を7Iゝけてもらえなくなるかもしれません。病院もカ  

イアではなく、経営していかなければいけません。過大な料金を取られるのIi困りまう  

れなりの金額でしたら、妥当なものだ（＝思います。   

378   現在の医療はフィーがないと価別のサ】」ビスとなり差が組大すて〕。医㈲iサービスでき  

某描として規定して最低補牒して必要を考えるから。   

379  相談にかかる時間を拘束するのだから支払うのは当然です。   

380  相談料はただのサービスではない。   

38】  診療の一部だと考えられる為、当然の医療行為と思う。   

382  相談料が支払われることで安心して話L合いに望めるから。   

問10 医師等との終末期の治療方針についての十分な話し合いと文書等の提供に対して   

保険料に含まれているのではないか。   

2  あらゆる診療費が高すぎる。  診療費が支払われることが好ましくないと考える理由   
相談はお金の支払いの有無で行われるものではないと思うので、相互の心と心の通い合いがあ【  

3  

って行われるものと希望したいから・▲．   

4  相談料まで支払いすることはないと思うからです。   

医療従事者が相談を受け、患者ヤ家族に安心を与えるのは当然と考える。医療費の上昇に繋が  

る相談料はヨ忍めたくない。   

6  商い治療費も払うのに相較料も払うなんて、2重取りのような気がする。   

治療の一一環と考える。   

病気や怪我で入院した際に∴説明を受りるのは当然だと思う。いくら後期高齢者終末期相談だ  

としても同じだと思う。何でも診療費がかかるのはおかしいと思う。   

説明を受けたり、話し合うことはあたり前のことであるし、それと文書に現したことについて  

9     支援料が支払われるということIよ どのように表現してよいかわからないが、感覚的に不可思  

液としか思えない．   

10  支払い能力がない。   

あくまでも相較であって、診療ではないし、自分の身体が話し合いの通りに変化ナるとは限ら  

ないから。   

医者が患者に病状等を伝えるのは当然のことで義務であり、特別なことではない．それに対し  
12  

ての支払いは不当である。   

13  患者と医療従事者が色々と話し合うのは当然のことだからです。   

文書の提供を受け、相談料として負担金をとられるのは少しおかしい気がします。相談のみは  
4  

全ての治療において、患者が希望しない治療はするべきではない．医師は方針を患者とするの  

住あたり前。終末期の相談だ嘉ナ相談料が支払われるのはおかしい。日本の医師は患者の希望を  

聞かなすぎ。   無料で良いと思う∴文書の提供は今でも有料なので仕方ないが、もう少し安くても良いのでは？   
医師と患者の間の相較や話し合いに対してお金が支払われることは、お互い信頼関係等の上不  

われる。   

16  医療櫻関が患者の相談に応じ、話し合うのは当然だと思う。  17     要と思われる 。かつ必要以上の医療保険金の支出が必要となり、医療全般に影響を与えると思  

18  診摺行為の】部だと思うから。  一－」   

19  治療の－一部として、相談羊トを改めて支払いたくない．   

20  患者の負担が多くなると、医者としては相談されてあたり前だと思う．   

病気で入院して退院すろ時、治旅費の明細書を見たとき、これは何にかかった費用？と思われ  
∴  

るお金がついている。これ以上負担できない。   

22  治療＝相談だと思う（相談なしでiま治療もできないと思う）。  
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間10 医師等との終末期の治癒方針についての十分な話し合いと文書等の提供に対して   

診療費が支払われることが好ましくないと考える理由   
本人の終末期を決めるのは本人であると思う．そのために必要な医療的な情報等提供すべきこ  

45     とは当然のことだと思うので、そのために珍綬費を支払うのはおかしいと思う．また、情報を  

提示しなかった場合に支払われないのもおかしいと思う．   

46  実際治療をしない者が、書類を書いていただくだけで料金を取られるのはおかしいから．   

47  なんで相談で金を支払わなきゃいけないのか理照できない．   

48  医師が説明や相故をナることは当然なことだと思いまナ．   

49  支払われることを事前に知らせてから進めて欲しい．   

50  患者として知る権利があると思うと共に、基本業務として悦明があるべきと思う．   

相鋲料として特別に支払われることは好ましくない．こういったこと全て含めて終末期医療と  

すべきだと思う。   

52  患者が医師に相談ナるのは当然．   

53  医療洩関として当たり前だと思うから（相談が）．   

S4  経済的負担が増すのは好ましくないと思う．   

55  入院の中のことなので診廉の一部だと思うので．   

56   これまで支払われた診療費の総まとめの段時にきていることであり、家族にもポチポチ負担を  

かけたくない時期だから。   

S7   お年寄りが多くなるのだから診療費が増え、行き括るように思う．病院や医師がもうけすぎで  

はないかと思う．   

58   
話し合いなどはどのような場合でもきっちりするペきことなので、病気の度合いに限らす無償  

でするべき。   

59  相紋内容を書面にしただけで、診療費がかかる根拠がまったくわからない．   

60   
給療方針導こついての結し合いは、診療・治療の一環であって別途支払われるべきものでない  

と思う。   

6l  人生最後の過ごし方を決定するのにお金がいるのは嫌な気がするから。   

62  病気に対しての「医療費」の中に今回の診廃貨は含めるペき．   

63   医療横側として‘1医庚内容等記録として文苔化することが当然であり、医療の∬部である。し  

たがって相談料が加算されることが納得できない。   

64   
説明すること．に診療費が別に発生するのでは相戻することもままならない．医師との信績も摘  

らぐと思う。   

65  普通のことに報酬が生まれるのは不思乱   

66  診涙費の負担を軽くしたいので。   

67  治療そのものとは関係ないと思うから。   

68  相談は医療行為でないため。   

69  支払う保険料が上がりそう（現役世代の負担が増えそう）．   

70  仕ずの一つとしてとらえたいから。   

71  現在診疎貧が三割負担で、病院に行く今も1ケ月3万位かかる．   

間10 医師琴との終末期の治療方針についての十分な指し合いと文雷寄の提供に対して   

夢壌費が支払われることが好まし〈ないと考える理由   
医師と患者本人が話し合いを持つことは大変壬要であるとは思います．しかしながら、その行  

23     為に対し、診療費を支払えと首うことについては疑問を感じまナ。人間の生死の最後まで金で  

済ませるということに対しこ私は納得できません．   

24  医は仁術、人助けの分野だから、俗物にならないで欲しい。   

医師によっては必要以上にその処置をすることで、費用請求しかねないのではないか不安であ  
25  

る．   

Z6  相談であり、診療ではないから。   

27  治る見込みのないことでの話し合いで、診療費が発生することが納得いかない．   

28   
医療費、入院に伴う家族的負担は大きい．医療従事者が患者、豪族から相談を受け、解決して  

いくことはr医療の本質Jでもあるから、一郎負担をナることは好ましくない．   

治療費だけでも家計に大きな負担を与えるのに加え、この不景気の時期にはなおさらのことで  

29     ある。治る見込みのない病気ならば、揮一層治療費がかさむのだから、少しでも負担を軽減し  

たいと思うのは当然である．   

3D   相談と言うか、治療を行う上でのステップなので、治療ではないという考えで診療費は発生し  

ない。   

31  お金が全て絡むのは、好ましくない（それまでに治療費をとっているから）．   

32   患者のためにはならない医疎開係者の金髄lナだけ．全て現在は病院など金儲け主義ばかりと思  

います。   

33  相談ぐらいで診療費を支払うのは好ましくか、と思う．診療しながらの相陸なら別だが．   

34  診療の一環なので、無料（サービス）とすべき．元々が高額なお金を払っているから．   

35  通院に交通費等が必要な為、タクシー．   

36  生きる見込みのないのに、必要はない。   

37  払いたくない。   

人の病気を発見し、それに伴った判断をし治療するのが医師の諌めであり、診療費が払われる  

38     のはおかしいと患う．まキ、支払いするとなれば、患者の負担も多少なりとも変わってくると  

思う．   

39   医療機関皿当然のこととして文書を提出していると思うので、相談料の負担とか支払いたくな  

い。   

40   治庚方針について話し合ったり、家族と話し合う為に文書の提供をお願し、して、どうして診療  

費が必要か、その制度は廃止して欲しい．   

41  相鉄に費用が発生するのに理解できない。   

42  相談料とは医療費とは違う項目だと思うから．「診断書」などと同じ扱いになると思う．   

43  相談料は診探針こIi含まれないと思うから．   

44  仕事だから．   

▼67－  

間10 医師等との終末期の治療方針についての十分な重吉し合いと文書等の提供に対して   

診療費が支払われることが好ましくないと考える理由   
72  後期高齢者保険、介護保険料、月2回の通院費用、薬代等で高掛こなる。   

73  医療行為とは考えられないから。   

私は高校教師、後に大学教員であったが、教員は問題ある生徒やその保強者といくら時聞外に  

74     相談、面談しても何も支払われない．そのくらいのサービスは給料のうちである。医療関係だ  

って同じことではないか．   

75   医療に関しての相談や話し合いなのだから診療後の相扶であるがゆえに、診療の時の支払で十  
分だと思われるから．   

76  重い病気の時は治療費がかかるのに、その上にまた負担が大変だと思う．   

77   

話し合い後に文書等の提供を受けることは医療行為の一つなので、別に相鋲料として診放資と  

支払う必要はない．   

78   相談料として別に診療費が発生するものか疑問です．今までIi含まれていませんでしたか？拍  
療責とは別と考えられるのでナか？   

79  終末期の病状の人に対して負担を課すのはどうかと・＝．   

80   医療相談も医療行為と同じであると考えれるので、特別に費用が発生ナるのはおかしいように  
思います（医療行為に伴うもので、何かの診庶項目に含まれるもの）．   

81  診療費を支払うことで、医療機ぷ及び関係者に正常な医療行為が失わ九るような気がします．   

医療費の支出で大変なのに、敢えていただくことくらい国が支払って下さってい、いのではな  

82     いか，親切という気持はないのでしょうか。何でも金で支払えというのでし上うか。【司はもっ  

と真剣に底辺まで考えるべきだ．   

83   相鱒粁はおかしい．治療方針や今後の生活の結し合いで料金を請求するのはおかしくはないだ  
ろうか，   

84   自分の終末期の医療方針について話し合｝、し、文書に提供を行うことl土当然のことと考え、そ  

の分として診療費が支払ゎれるのはおかしい．   

85  診療の一郭で区別する必要はないと思いまナ．   

86   治療費と相談料は別もの！！医師の農務（相談）そこに診療費がかかるのは営利目的の他なら  
ない．   

87  医師はきちんと説明する義務があると思う．   

88   診療費ザかかるのでは、やめようかと思ったりするかもしれない．死と直面しなければならな  
いのに、相談するためにお金がかかるのかと思うと悲しい。   

89  自分のことは最後まで自分で決めたいため．家族に負担をかけたくない。   

90   医者の義務として、診療費の払えない方にでも相談にのることが望ましいと考える．医療保険  
は柏鋲以外の治療に使って欲しい．   

91   病気で一番大変な時に相鼓するだけで診凍資なんて．そうでなくてもいろいろと算用が大変な  
ので無料にすべきと思います。   

92  治る見込みがないのだから国が負担ナベき．－   

93  経済的負担が大きい．  

問川 医師等との終末期の岩槻方針についての十分な話し合いと文雷苓の提供に対して   
診嬢贅が支払われることが好ましくないと考える理由   

94  相談料がかかってしまったら、相放し上うという気持ちが滞れそうなので．   

95   今の時代、生活が苦しい老人がたくさんいる中で、相談するのにお金がかかると、したくても  
できない人も出てくる気がします．   

g6  ただでさえ点滴・注射・おむつ・検査・差放べット回診等に経費がかかるのにかなわんです．   

97  負担を少しでも少なくしたいから．   

98  家族に負担をかけたくないから．   

99   治療の経過やその後のことの話し合いは医療の一部であるが、そのことと書面にしたからとし  
ても相挟支援料を支払うの11いかがなものか，   

診療費も高くその他の費用もかかる中、それ以上の出費はしたくない．一般診療費の中で補わ  

】00     れるべきと考えます。一番つらい鱒期にお金のかかることに反対です。もっと安心できる医療  

になって欲しいと常に思ってい呈す．   

101  医療側の当然の義務であり、患者側の当然の権利と考えまナ．   

102  相談料だけ取ら九るのはち上つとおかしいかなと思う．   

103  ケースbyケースと考えますが・‥治る見込みがないとなると・－・．   

104  収入の少ない年齢者がこの上うなことに診療費を支払うのは無理。   

105  相談に料金が発生するのがわからない。   

106  息者の負担が増え、保険料の値上げになると思う．   

10丁  公費が使えるのでしたらサービスしたらいいんじゃないかと思いまナ．   

108  通賞の医療・菜族の一端として施されるペきことだから．   

10g   今までの利用の放きであって、改めて後期高齢者厳末期相談支援料を科すのはおかしいと考え  
る．   

110  話し合い、文書蛙償で拉邑拉を取られることも知らなかった．   

今苧の4月に匿が亡くなりましたが、2年に渡っての入院でたまたま自営業の母だったので金銭  

皿     的なものには苦労しませんでしたが、自分に置き換えた時、医療費・生活費・その他に…など  

と考えると相談したくても我慢するようなことになるだろうなと思います。   

112  何でも金しだい。相談ナるのも金で解軋金がすべての世の中．   

医療機関に支払われることは好ましくない。高い医療費を支払った上にまた支払う．経済的に  

113     楽な人ばかりではないと思う．若い時一生掛如こ働l・、てきて年を取ってからは国ももう少し考  

えて欲しい．高齢者のために。   

114   毎回の治療代や診妓代はもちろん仕方ないと思うし本来は文章の提供代なども仕方ないのかも  
しれないが、気持ち的にはあまりいい気はしないです。   

115  病気になった時にそのような押掛ま医療捜関の義済である．   

116   治療の見通しや死ぬ塩所の淘択についての相臥土医師の当然の仕事であり、診療報酬がなくと  
もなされることだと考えるから．   

＝了  そこまで通常の医師として（医療行為）説明なのでは。   

118  医療費がまたかかるから．  



「‾▲】  
問10 医師等との終末期の治療方針についての十分な話し合いと文吉等の提供に対しr  

診環貴が支払われることが好壬しくないと考える理由  
閻川 医師等との終末期の治療方針についての十分な話し合いと文暮等の提供に対して  

診療費が支払われることが好ましくないと考える理由  
命の相談が料金によって行われることに紋抗がある．料金の支払いかぐきない人は  

良いのでし上うか。医者の人間性はどうなか丁）でし上うか．一  

分の病気について医師などと相談またそれを形に残すことは患者として当然の権利だと思う  
のでそこに相談料が発生することは好ましくか、と思う  

なので別料金…■支払う7）はおかしいと思う。す′こて当た＿り射け｝∴と1：  病人が自分の状況を三羊しく知りたいのは当然のことで、担当医が病人に詳しく説明をしたから  

といって別途料金を取ることなどはもっての他である。終末期の病人からそうまでして金を取  

r診媒資として支払わなーナればならないのか納イ等がノ、かない．医臥  るようごことを考えている〝「か。  

12】棋思削欄橋こ対しての説明、治凍などの説明は当たり前のこと√，▲あると思つ。それとノ」診療  

費用などが重なるた♂〕。 相談料としての診療費は必要がない。医僚機髄の説明、相談は義務と思う  を支払うことで今以上に良い掛案をしノてくれるのか？気持ら良く対応してくれる♂、か  

十分な理解をえるために必要な話し合′、が費席ほり劇こなると支払い爪ことを考えて完工キい亭  
し治療費に入れると良い。  別に支払いでな   

診療し先が見えるようになってきたら今後のことを家族に説明するのは当たり  
のはおかしいと思い立すぅ  勤務中の仕事と思し甘㌻□大事な欄胱め個人の高音詣こ妄盲が二1二訪露三妄†－ホ三1  

孟慧≡芸竺土聖空L聖竺竺聖雲建一」  生活費などがいるのであっていけないです。  

医療税関として文書作成及び相掛ま当然のことだと思うので。  

いて相談料を取るというのは良心的ではないと思うから。  自身のことで後々確認したいことなど出て来るので大半の人間は同じだと思うので、それにつ   そんなことP支払われるのはおかしい．医療機関として当然とぎう餌、ぐ¢  

入院時にけ庖沌ト・度は主治医と記して左す（私の経験から）。それで良いけ一で㍑ないか  診凍報酬に含まれていると思う。余分な支払いになる。  

訂
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医療従早着に相談し文書を提供してもらうことは患者に対しての義務であると思う  
のことなので診寮費を支払うということは好ましくないと思う！  

㌣
」
 
 

関
 
 

153l別枠ていくら支払われうのか知りませんが、それも治療費の内だと思うのですが。  

商品を買ったり何かのサーービスを受ける略説明を聞くのは当然のことで、医礫に  

し合いが相談料とLてお金に結び付くのは好ましくないと思うから「  

単軌こ支払いたくない．お金がない。  の時を迎えるまで病院へ通；尻手るとなると医療費などt〉多矧こ支払うことトyなる∩、ノグ噛  

で十分だしただできえ高い医糠脅ごと思1い、るから。  

まで相談であり治探ではないかh  
したことが文事になって相談料を取るのは変。サービスで良いのではないか。  

に 女払われる打撃七どいトな  132J病状の観望；だから別   
－   

ニ  ・＝・  
「【㌣、「7 ¶・、－＋・Ⅶ▲一－【〝－－・－一＋¶】－－－一－－  

柏粧も治綬〔つ巨）だと患うから 
相談に乗ろのら医療のうらだ乃▲こ  なぜ説明をしただけでお金が払われる告か旨味がわ1㌧らない。医師には説明美辞がある十思  

115診諌軌まb」〕ごいそ｝けJ〔・重た別－リ絹耕卜 し：払う必聖守1㍉」1誓  

1叫く潤そさ裾兎酎憮が己上うるとtうのに†二的費用を酎、すぎろ省ではな′、誉、と思ゎれ亀1  トビウ撃聖書竺二！ヱごこけ三文竺ラ竺聖聖二竺竺三ニーーーーーーーー〝－一¶1   
て                          一〉〔■Ⅷ ▲一－    －一 

「                                ・1 6二 

しモ二て －‾一 

7r「一」 ‾  
i1361診療しっつに考え特に訟椀脊が軋与、」う・11撃i工ない‡  

「 、 
ゝ 

柏訪を寸ぞJ▼L（脊閥がかカ、るニノ、韻葡－‾揮ヰニとし〔仁ゴ十∵＝、こJJ′ ′一硝j：荷∫一  

丁∵キうし、上ノて√ぶ悠が婚ピニとほ耗ふ牒パ・道号＝↑／へ，．17卑鵬シ▲い  時間ん1′くておノ蒜をエーlキセレ、＝温かし娘後が迎ヌごノれな∨、時代；まあまり；こて、ナノiたいでナノ ′1温  

かい方嬢にノいう思い坑）中に反対にJ．息のない人はどうなのかどいう輯作l、また嫌Iこ㌍－ さ  
】16プ  

上1・ノ1榊；】  ものと誓1う  

た方r・ナれうことには1㌢車L噂があく′っ 本栄転臆†丁汽イur、≠）▼：；、′；モ」七、（、f √＼⊥   

す。  

后帯読手表毎1こ定率亘亘吏し‡手亘車重軽率モ車三重二二：二  ∫＋－  
L．土ヒ1」ヱ竺とと’？璧撃三上二壬ノご＿ノ．カモそ三二旦室生三埜上さ竺里竺三±三竺空ヒ三空士  

－7ニー  

’1  

14い媒僻科を巨、7、｝’かりでモ1∫∴王要なノ。  

問10 医師等との終末期の冶奴方針についての＋分な話し合いと文書等の提供に対Lて  

診療費が支払われることが抒京しくないと考える理由  
相談料」と別にとるのPはなく、その時の監嬉裁として 治療とまこめて欲しい。「†！，談料  診察の結果、言羊しく説明をして下さい。それに対して料金を払わなければとし  

思います。  をとられるなら相談しない人もいぅの「；はっ  

相談をしたことでどうして診療費を払わないといけないのか、相談をしただ半で払わないとい  

け／まいのですか色 相許するだけなのに医者は無届のことを考えてくれるなら払う必要1⊥1いで  

診疎もしていないのに説明を問いただけなのにお金を払うのはおかしい。  

出費があるから。  

ょう。  一   
終末指舶説を桐るかどうか当人相思次乳2年蝿別‘ま妥当ごはないっ  

幾ら支払するかわからないけれど、病気の延長だと思います。その都度支払が大変です。  

生活者には 爪  
直感で思った，  

医者の仕事iニ含ま九ると幣うから。  

“話し合い’だけで何も治療を受けたわけでぎエない。医師ニ」の｝時間r を拘束したとい しノ丁－  

は、全くの時間給で、医師の威厳がないように感じる。“先生楳”だJJ、ら、信州1、持古、す5  

んじやなし㌧∵丁すカ，一号九巨才三盆を上られたこ，、何だかありがたみコく減り 用談♂〕内て．に つ  

何故医療費が医者に支払われものか？医師としての仕事と思いますので、支払いは好まし  

柑臥 話し合い、が蒸しぐなる。  

入院その他でお金がかかるのに托潤しJ∵だけでまた尖金が必要なのは困ります。  

治る見込みがないのに相談料を取るのはおかしい。  

そのようなことは当然なことであり、「診凍費が支払われる」のは必要だと思いまう  

し、ても利ピ的に延めたんじやないかと疑ってlまう。 親身になって憩者ク〕ことを考えるのでし［なく、ただ、金儲けC▼ノ為にfiうような気が㌻か  
相談料をとること辻、医師と  して主；かレい。  

診療費iヱ、治療全てについて′支払われるべきである。※どちらとも言えなし  

≦不適切な処理が多く石われそうだから。架空の書類が多く作成されそ▲）。  
＋           一一                r    ▼＿、＿  重い病気になり」かも治る見込みがないとなると本人はとても不安になります。色々相談Lて アドバイスを受けたし、と思うのはみんな同じだと思います。医療従事者はそこまでも仕事かと  

思います。診原資が支払われるのはいかがなものでし上う。  
医療費に含まれろべきであ5。  

歪日柄気にかかつていろ、そ九だけで心の重荷であものに イこにプlス診療費とは、  

の重荷になる．もっと．賢いやりといたわりを。  治療方針の話し合いIi通常の診療の中でおこなわれることであって、別に相談料を支払う  

はない。  全て保険料の範囲い〔りでの支払いにして欲しい。高齢者がお金の′〔減車Lなくてもよい程度で  

＿」至三三竺  
tノい。  相談は医療行為の部であり、医療保険に含まれている。  

菓務の一票であり、相談料が特別に払われるのはおかしい。  

とにかく、診瘡脅を取ることIごかり考えています。私達後期高齢者は子供の扶養者であ引こす，  

かかわらず、医療保険を支払うようになりました。このような診療費を取ることばかり考え丁  

いるこごに脱が立ちます。  

談斜ろ′ま払う必菅は左レ と恕トリ巨ト  
は文苗は・と雪としないのご、料壷を払うことは嫌こすチエ√，史吾が・～＼雷で粛7ノ仁rJば、・院∵二  

かろわけですから文斧賢は当り前ですれ   

相談料とし丁診療費の一部負担はおかしい。 医療機関（歴臥 医療従事者）は 
、唐音の終完治原について本人および豪族等と柁駁ナるこ土  

・■ ←  
・・：  

だと思います。そのニナについて、医療費が払われることは言語道断だと思  

払えない（高額しr）塩合）場合があると困るからむ  t 

＿ ・・・  
－  

分に話し合いをしたいと思っていてもこの先nことを考えると、やめてお  

と思う。みんな平等に最期の過ごし方を考えることができたらいいと思う  

う ±思う  

練粋を支払Jてし、ろ｝りだか〔ノ、それユは別l請求されるJ）はと〕て1〕事務的で変r′う，  

気持ちを考えていく⊥し、。何で見込みがない¢1にお金を払▼）のか∵  

観葉  十でけ支払いたくないと思う  
■ ，－■■■■▼ll▲      ，■■■■一、－－、  

‥           結果により．診療斉に差が出るかもしれない。 ■1「－、∴－…－．∴′二十．一二二，」・、二，．．．．．＿＿＿．．．   ．＿＿．  
終末期に於いて何故話し合い ㌻喜作戌にて金諾が必要かわからない。終末期に放し、て、話し  

患者との話し合い、しいうのⅠ土、詮唐音が支払われもからナ丁ふtのではこ／、打「れ≡㌢J 

前のことだと一㌍うからで寸。  

壊金の2電取りにな〇ひ  病気になれば治療プノ注やその注のことは医者の当り前の行為であると患うL、文書の捏洪を受  

けた時、何故診療費がいるの刀、わからない。   L」竺軋竺整竺三三㌘1聖二三ご三±竺竺ヱニ∴い7ゴー三〉仁1弓ニ・二れ以⊥‘り負1とrIむデ三 いとに・瞥え末宅  



間柑 医師等との終末期の治療方針についての十分な話し合いと文義等の提供に対して   
診療費が支払われることが好ましくないと考える理由   

214  それも含め、治療（医療）だと思うから。   

215  診療を受けた以上は税明と文書は付き物ですから．   

必要ない人（患者）も居るのに、医者はオ真似になると思ってどうでも良いことを文書にする．  
216  

全く税金のムダ．   

217  診療治療の範囲と考えます．   

確か1こ話し合いにも時間が必要ですが、これも治療の一閃であってそもそも話し合わなければ  

218     治療の方針も立てられないし、方法も選択できないはず．相談だけに項目を立てるのは理解で  

きない．   

219  負担が多くなるのは不安．   

220  そこまでするのが医師や者綾錦の役割と考えるから．   

221  話し合いや文雀等の提供等は、治療、医療の一環だと考えます。   

222  年金暮らしでいて、少しでもお金の負担は大変だから．   

223  こういう相軌ま無料で、ボランティ丁棟神で行うべきだと思います．   

224  アド′くイスは診療の範囲ではないと考えられる。   

225  病院等の拾寮費に含まれているのではないかと思う．   

相談も患者にとっては自分の病状を把握するのにとても重要．診蕪の一郎ともかんがえている  

226     から、診察代と別に徴収するのは好ましくない．医師ものる農椋があると患う（相駁内容によ  

るが・‥）．   

227  病気の治療の上での相談とか話し合いぢと思うので、診療費として支払うのはどうかと思い呈す．   

228  お金がないから。   

229   
十分な説明や浸解を得ることは重要で、その為には文書にすることもわかりやすく良いことと  

考えます．   

230  このようなことは無料で処理きれるべき．   

231   
金額はどのくらいかかるのかゎかりませんが、皆平等に経でも相鉄した方が良いと思いま‾㌻．  

それには支払われることヰま好ましくない．   

232  相談も含め、診廃貨に含めて良いと思うので、わざわざ相談料は取る必要はない．   

233  それも仕事の一つなのに、別途相較料が取られるのはおかしい．   

2：14   
内容やポリュ「ムなどがわからないと判断できない．ただし医療機関の“なナべき責任けと考  

えたい．   

235  それも治療の‾持と考えます．あえて費用がかかるのはおかしいのでlも   

236   診療費等の報酬がなくても、医師や看護師側は患者の為に親身に相談をし、結果文章が必要な  

ら作成してくれても良いことだと思う．医師や医療機髄の当然あるべき姿だと思う。   

237   結局死んでしまうのに、お金を払う意味がわからない。治療でお金を払うのはわかるが、相談  

でお金を払う必要があるのか．   

23【l   

今後の治療方針など話し合うことは当たり前のことで、それも含めて診療費を支払っていると  

思っているから．   

間10 医師等との滅末期の治療方針についての十分な指  

239  書面にするだけで診療費を払う必要はないと思う．病気治療でないから。   

240  そこまでが治療のw環だと音えるから。   

241l  相談なんだからお金は取らないで欲しい．   

242  柏餅料としてとらなくても良いと思う．   

架空空車空碧空碧空聖二 
・  

国民年金しかなく、はとんど収入ない家庭で治る見込みもない者にとって、治療費が支払えな   診療費が支払われることが好ましくないと考える理由                  完      244  い、そして相鉄もしたくないです．   
245   

料を別にとられるのlユ疑問です。   

246  相談で診療費がとらナしるのはおかしいのでは．   

247  医師の悦明の格差がある為。   

248  従事者の負担が多く、相談で金談を取られるのは少し変．思いやりの医療を．   

ムンテラの一種じやないんですか？いちいちお金をとられていたら、おちおち相談にもいけな  
249  

くなりそうです．   

250  家族と話し合うだけで十分だと考えていまナ．   

説明・話し合いは医師と患者が人として向き合い、その記録が渡される．これを診療費とする  
251  

のは、医師は患者を病気をかかえる物体とみているかのように思われる．   

252  末期の患者に何から何まで金次第との思いを持たれるから。   

すでに高額な診溌費を使っているので、相餃科がどれくらいの値段に上るがあまり布いのはど  
253  

うかと思うこ   
254  人生の終わりに相談料まで支払うことはない。   

255  医療保険は患者に使用されるべき。   

256  なるべく負担のかからない制度にされないか、住みヤすい社会に．   

257  相談料を支払う事態への具体的な理由がわからないから．   

258  利用しない人もいるので使いたい人が負担するべき．   

医師・看護師として相談にのることは当たり前だと思う．お金がかかるから相較にのるという  
259  

のは人間としてどうかと思う。   

頼政して文書にしてもらうということが余計なことの上うに感じてしまう．治療費や医療費を  
260  

払っているのヤ、話し合いにお金宜払うとなると医療機関の冷たさを感じ、悲しくなってしまう。   

261  診療費和衷に孟心がかかりそう．   

262  ①指し合い自体が医療行為でIiないのか特に終末として区Bりナる理由がわからない．   

Z63  ②文書料は納偶できる。   

えると悲しいです。   
2t；4  重い病気で診療費を払っているのでその一貫ついて扱うべきだと思います ．  265  末期の患者さんへの負担がこれ以上重くなるのは好ましくないと思う．高齢者に自分を盈き換  

＿7‘－  

聞】1後期高齢者終末期相談支援料についての意見   

賛成です．末期の相談をしっかりと普及させていくために、支援料は必要と思います．   

2  焚成します．   

医療介訂訊こついて、薪度な知識、医療行為等について報酬を支払う事は必然の事と思うから  

（但し、あまり高読な範凪でないように）．   

4  高齢者租掛ま、安心という意味から必要あると思います．   

・全ての人への（年齢区分なく）相談費用をもらうべきだと思います。t相鉄が幸せに時をす  

ごすため、最も王要な医療だと思えるからでナ。   

6  たしかに存続意義はある．   

7  後期高齢者保険を7S才以上に限定すること自体に反対。   

8  75才以上の区分は不必要．ナべての重病、括る見込みのない患者に適応すべき．   

9  医師や者使師、医療従事者、患者、患者家族に話し合うだけの時間があるとは思えか、，   

10  相談支援料は支払うペきです。   

必要経費と思います．   

その時の状況にならなければなんとも言えないが、少ない金額なら仕方ないと思う（1万円以  

12     内〉。但しできることなら、それぞれの状況に応じて支援科を支払うのも方法かも？   

13   健康保険、医療費の負担は年金生活者にとっては大変なものだと思うので、75才以上の方の壬  

荷にならなければと願う。   

14   

75才以上でも不幸にも重い病気や治る見込みが虻い状況におちいも場合があるので、あえてT5  

才以上と年齢制限をつける意味がわからない．   

15  相談支援料（200点）は妥当な農であると思う．  

栂快はお金の支払いの有無で行われるものではないと患うので、相互の心と心の通い合いがあ   

16  って行われるものと希望したいから＝・．心の通いあった診姐ユ、お金で行われるものではない  

と思う．   

高齢者末期相談支援料について読ませていただいたのですが、多額の医辞費がかかった場合、  

相放料まで支払うことができるでしょうか．   

末期となった患者本人が、その後の治綬や過ごし方について自分の意思で選択ナべきであるが、  

18     それについて相談料は必要でないと思う。医療従事者が相談を受け、患者や家族に安心を与え  

るのは当然と考える．医療費の上昇に繋がる相談料は毘めたくか、。   

19  75歳以上を限定にしているのは良くないと思う．やるなら全員を対象とすべきだと思う．   

後期高齢者終末期相談支援料、この相級支援料については知らなかったむ この紙面で知って良  

2l      かったと思います。終末期医涙であれば、年齢区分をする必要はないと思うし、200点の報酬も  

妥当と思う．ただ、高齢者が多くなる現未来に保険制度の運営が成り立っのかとも思いまナ。   

医療従事者が患者や家族に対し、給し合いを行い治療していくことIi当然の仕事だと患います．  

22     その内容を文書等に紀録していくことも当然であると考えます．従って、相談料を徴収するの  

は疑問が残ります．  ZO  考えたことがないから、本当のところよくわからない．難しい”  

．聞10 医師等との終末期の治療方針についての十分な話し合いと文壬等の提供に対して  

診療費が支払われることが好ましくないと考える理由   

266   
診察費が発生ナることで相談を必責と思ってない人まで終末欄へ向けての結し合いを行う医療  
機関も出てくるのではないかと思われる。   

267  患者の相談にのるのは医師の義務だから。それに対しての粗酬を支払うのはおかしい。   

268  診轟料の中に含まれていると思うから。 

269  高齢者のため．   

革70  医師として話を現明するのは当然のことだと思し．、ます．   

Z71  サービスとしてやって欲しいから．   

272  患者の負担が大きくなるから．   

2ウ3  細較で金銭が発生することに納得がいかない．   

274  相談料は医療機関の診察費に含和しているのではないですか…．税金の無駄使いだと思います．   

2T5  少ない国民年金の中で医療費や相談料を支払うことに？   

276  医ま行為のみに支払うべき。   

医療従事者がそうシ、った相談にのることは立場として当然だと思うし、どこまでが診療費を支  

277     払うべきなのか、という範遡が決闘こくい。個人レベルで異なるように思う．たいした相談に  

のちていない人が支払いを受けるケースが多そう．   

278   
医師等の時間を割いてもらうことに対しては、ありがたいと思うが、命の問題等に関して、悦  

明でお金が絡むことはやや不塩供のように感じるから。   

279  話し合いをするのに、お金を取られるのはおかしいと思ったから。   

280  税金の負担が増える．   

281  相談料は患者の負担が大きいと思うから．   

282   終末期治療の話し合いは当り前のことだと考えていたので、それに対して相談料が医療機関に  

支払われるというのは、違うような気がしました．   

283  別で相談料がかかる上り、跨療費の中に含む方がいいと思います．   

284   治る人にもっと負担してあげたい．治らない人には「心の安らぎと痛みの和らぐ治療を」←そ  

ラいう施設を作るのにお金を使って欲しい．   

285   意志や著壌師が患者と話し合うことは当り前で、それに対して診療費を支払う必窄はないと思  

いますこ   

286   終末期を安心して迎える為には年齢は関係なく無料で相談できることは当然だと思います．芦監  

でも体験することです．優しさが必要だと思います．   

287   医師は大変な仕事ですが、診療費をもらいすぎている感じがします．話し合いは0円、文章の  
作成には支払っても良いと思います．   

288   説明（口頭）内容を文書にするのも、仕事の－郎であり、別途診療費がかかるのは湘射㍉、か  

ない．文書が手間ならば文書でなくテープなど工夫する方法もある。   

－77－  



コ  問】】後期高一拾者終末期相談玉堤捌こついての意見  間1】後期高齢者終末期相談支援抱こついての意見  

2DO点がどの粗要の金額になるのかわからないですが、高齢者の方に卜〕てわずかの金額  人間は年をとっていてもいなくても、必ず死に直二面する暗がきます。そナしが突然の場合は、本  

人も周囲も冷静になることが難しくどうしたいのか、どうすれば一番本人の生き方に沿ったや  

り方なのか決定するのが難t．いと思います。終末期を迎える前に話し合いを充分に行い、それ  

ても大変と思う人もいるだろう．金のある人とない人での葦が生じるのは、考慮する少′L酎；あ  

る。  

算定される′二きだと思う。蘇嵩も医＃機関側も文書にする＝とによって、誤解を後41∴させ  

ることら最少にできるし、算定すうことによ一‥てより正当な話L合い、文書作成を行－J とい  

に対して正Lい評価がされることを望みまナ。   

医師が判断した場合、医帥や看護士、その他の医探従事者が共同し、患者とその家族と共に害  

家内奮を含む終末期における凌駕について、十分な理解を終る為十分に話し合いたい。  ∃う旨袈を高めることに繋がると思う。  W「h   ト▼m‾Ⅳ＋＋ 一   ▲  
2自分や家族が終末瀾と診断されたなら．残された時間を有意義に使うために利用して・7・ノいと  

iは思う。しかし、75歳以上と限定す5のはどうかと思う。l占＝：終末期の75歳と74歳∴・貫け王 針 

」
 
 
「
L
L
い
ト
ト
h
 
 

‾T蒜妄嘉て三完盲訂正こ∵言完諒が茹㌫㌃云ご宕元高盲妄言妄㌃言～竜三示霜妄  

39】きろのであれば、支援削が発生し丁も良いと思うL、またそうあるべきなのPはない。し⊥う  
対応が違うのは遺憾であう。もっと柔軟性が欲しい。  

医者によって悪用されるかもしれない点については不安ですが、今まで頑張ってきたカヤに充  

分な最後を迎えてもらうのは、今までお世話になってきた私たちにとってあたり前だ∠一Jそいま  

す。私たち自身、鑑母の最後を知らさ；1ず、もっと色々したかった心残りがあり、も一】ヒ前に  

経過説明されていれば長かったと思うから。  

で
 
 

支援料の金額や、招致内容等、当事者となってみないとわからないことが多すぎて、アンケーー  

トに答えょうがない。  

みのない患者は見放され■rいう感じもします。  

と により、豪族も本人も安rLするところがあ′ムの  どのように生活、すごすのかを旦解するこ   

く ㌍三軍江。」  有料でもみんなにとって必要かとも思います．医師、看護師の方もそりゃす   （当然となること）、特Sl‖こ相談料を支払わなくても良い形になれげいし  と思います。   ！  ¶「▼Ⅶ‘▲一 一1  
互い病等で終末をむかえることにあるのは高齢は多いとは思うが、若い人にもあると．きtので、≠  

特に年齢で決めるべきではないと思う。柏餅にはそれなりの祁剛堰るだろうと思√ぃつF、－  
全く意味のないものである。  

3年前に母を87才で、そして今年2月  私ほ  に父を92才で亡くしました．2人共延命治療をしま  

支援料を導入するのはやぶさかではないが、200点は多すぎると考えム  せんでした。弟と相談してそう決めたのですが、あれで良かったのだろうかと長い間悩み  圭Li  

・真面目な話し合い（主旨通りの）に対価必要。・ただL、200点とはいくら（￥）凸 75才  

以下でも必要ではないか。  

たD私自身は自分の延命治療を望みませんが、7S才以上の人の延命治凍を屈が望んでいないり  

ぅに受け取れるので心が寒くなりました。高齢者の数が多くなったとはいえ、今きら何で と】  
診療確執の点数200点はいくらになるかわかりませんが、病人に貴著引こなりすぎないように、  

また、医療機関の経営が苦しくならないようにお顧いします。また、年齢は75才以上でなく、  

いう感じです。  ▼‖」  
う  のも仕方声  200点がいくらになるか知らないけれど、相談したい人がいれば、ある程度お金は払  

若くとも必要だと思います．  がないと思う。  

ある程度の支援料を支払ってでも、専門の医凍従事者と十分iこ話し合いを行いたいと思う  

r  

に気をつけるペきでした。  何らかの区別は必要。国民への説明  

何も後期高齢者に限定すろことはないと思う。また、いまだに「後期～」という名称去ノ言いる  

のも疑問に思う。  

病気についてやはり医師や看護師に相談するからには、医療蓑の一部と考えて支払われなけ  

ば医者なんかやってられないことに繋がりかねないと思います。  

〝般的に私たち王解り去せん。知る権利があそ〕ヒ思い  病気の内容等は専門知立が必要でナが   75歳以上とした理由がわからない。また結局医師に決定を迫られるのではないか。  ‾ ‾ 
言論オに母が末期ガ；盲∈手前盲1二三盲妄表音妄姦え、静ふ。右前「妄盲す妄丁訂1  ‥－こ  ぃ∴  

．．て．、   】  

34い5歳以上の理由が知りたい。終末刺こついて、相較できるのはよい馴鹿だと思う。  

最後まで本人は癌と知らせす逝きました。本人を交えてというのは、その人その人によると思  

います。難しいことはわかりませんが、お金をもらうというのも何かよくわからないでーが、  

治療によっては高額なお金がかかるので、ケースbyケースだと思います。  
3j F≡≡…：ア担があるため、鮒‘臥鰯）  

でやるべきです。高齢者は年金以外の収入u烏と  

年齢区分は必啓ないと思います  
d
」
 
 

′り  ≧年令で終末期を決めろのはおかしいと思う890歳でも元気な人はいぞ、し、50歳  

喜いる。差別ではないだろうか。  

ひと、治らない病気グ）人などたくさんの人が終末をむかえます。日  

木中全ての人に向けた制度Pはないからやめたほうがいい。説明不足です山  
一一－－＿．！  

雛によって違うかもしれないので確実なことは言えませんが・その本人であった坊  
聞き たくないこともあると思いまナ。  

巨                                                                 l  

一79－  ＿80▼  

問Il後期高齢者終末期相談支援料についての意見   

5二l   

1つの医療機関だけではなく、セカンドオピニオンの様に別の医療機尾  

て欲しい。   

54   

終末期ではないが、重い病気の人にも適用されたら良いと思う。75歳  

病気の人にも適用される制度も必要だと思う。   

終末期相談に関しての主旨については全面的に賛成である。話し合い  

や治療法を理解すること、家族もそれを知ること。それを文書にまと  

55        と思うし、しっかり自分の行く末を見つめることができる大切なこと  

ぜ公的支援料が払われるかわからない。とてモ）あたり前なことなので  

れる．   

56  全く不要な制度だと思う。そこまで含めての医療だと思う。   

57   

自分がそういう状況になったら、やはり全てのことを知りたいと思い  

必要なのかもしれない。   

58  牛一別ま75才以上と限らなくても良いと思う。   

59   

治る見込みがなくなった時は夏で静かにすごしたい．全て本当のこと  

しでも子供達に負担をかけたくないの‾ご、相談料とか取らないで欲し   

60  わかりません。   

末期患者と医師や看護師との縁は最後まで切れるものでないと思いま  
ある、ないにかかわらす、支援料は支払われるべきだと思います。   

62   

このような支援があることを知らなかったので、高齢者がいる家庭と  

】いたいと思う。   」収入は年金だけで 
、年令を重ねていくほど生活にかかる費用は増えて  

支援料もお支払いできるのではないでし上うか。  

日        相談そのらのは、医横行為の1つだか行軒金がかかるのは当然だと思   ソプのため（？）と思わ九ても仕方がない今の延命稽個烏かえって問  64  がなくなった状態の時にどうするかを前も って決めておくことが大事  
アンケート調査をしてはどうか。   ■  「苗  支援料はⅦ回のみと書いてあるが 転院Lた場合lユどうなのか。   
どうして対象者を決めてするのでL上∫）か∩ あまりにも寂しすぎます  

の治療を顧レ、ます。   66  
説明文を読み理解できましたが、何故凍結されたのでし上うか㌔二お薫  

れに仕方がないことだと思うし、それによって救われる人も多いと思  
67       医師と患者本人が話し合いを持つことは大変重要であるとl士思います   

も支援料の算定を可にし  

歳以上に限らず、終た期の  

を持つこと、自分ジ）病気  

めることも必要なことだ  
だとは思うが、それにな  

、支援料は不要た∵・思わ  

ます。なので仁文様料月  

を言ってもらいたい。少  

いと思います。  

すので、文書等の提供が  

しては参考にさせ′もら  

きます。年金が⊥が山鳥  

う．しかし、平均狩命ア  

壌だと思う。本人r斗意識≧  

ではないか。こグーとの  

年令関係なく  

いに負担はあってごハ そ  

を！竺三雲L一一一一月  
）Lかし七がら、√の寺テ弓  

動こ対し、診療費を支払えと言うことについてii疑問を感じます。人間の生死ノ）最後ま†魚P 弓  

済ませるということに対L、札は納得できまセん‘－回限りとけいえ、設定にノついて㍑巨封し  

．王J．   

どのくらし′、の金額が掛かる爪かわ丈・らないの亡すが、高額な相談料二なこノようなら、予1をはあ  

りがたいと思う。  

1
 」

】
狛
」
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間＝l後期高齢者終末期相談支埋斜についての意見   

往柵高齢者になって死を待っている人には必要がない上に、同じく関係者の金儲けのみと思い  
104  

ます．無駄．   

相談支援料が必要なのは仕方か、と思います。もっと元気な診虎に掛からなくてもいい老人を   
105  

106  健康管理するのに良いと思う．   

107   

子供と後期高齢者にはどんな時でも医療費負担はない方向で対策してほしいので、望ましくな  

いです．   

108  よくわかりません（充分に理二解できません）。   

支援する甲はいいと思うが、年齢を75歳以上と決めず、定年をむかえこれから仕事がない方も  
L09 

いつ病気になるかわからないので、末期の方で豪族も収入がない方には支援するべきだと思う。   

終末期相談とは、後期高齢者だけのことではないと思いまナ．年齢が若くても病によっては当  

110     然終末期をむかえることだってありえる駅ですから、年齢にこだわらなかった方が良かったよ  

うに思います．   

高齢者の負担になるのはどうかと思う。   

112   

後期高齢者終末期という呼び方に納得がいかない．相絞支緩料支払いをするのはいいが、75才  

になっていなくても終末期の人はたくさんいるはすで、年齢を決め付けるのはどうかと思う。   

こういう制度が新設されたことをしりませんでした．でも治療の希望などを話し合いで決定し  

113     て文書にしたら、支捜料が発生するというのIiどうかと思います．あと、とるにしても点数200  

点の設定は高いょうな気もします。   

場合、その間は治療時間と同じだから支払われてもいいのではないだろうか。   

114  “後期高齢者”と言う名称は賛成しかねるが、病気になり医療を受ける場合は国民すべて平等！   でいいと思う。老人になったからといって、医療費を下げる必要はないと患う．和談を受けた  

自分のことで、この先のことをなかなか考えられません．医師や看護師、その他の医療従事者  

115     の方が自分の意志や豪族と共に話し合いがなされ、急変した場合の希望等、大切なことだと思】  

います．私は75歳は妥当だと思っています．  
1   

118  患者にとっても菜園ことっても、これからの対鱒方を知っておくペきだと思う  「  

117   

病院存続の為には相談料を支払うのも仕方ないと思う反面、末期の患者に十分な理解を得られ  

るのかという疑問も残り、ケースバイケースだと思う．  

1ユ8   

7け以上が対象とあるが、珊区分は相で、75歳以下にもこの制度はあるのか不軌全年齢1  
に終末期がある。   

患者が病気で死亡するのは、これまでにらあったことで、そのことについては医師から悦明が  

119  あった．何も文書にして残す必要があるのかは疑問だ．経しいことを書かれても、言わ九ても、  

素人（患者と家族）には理應できないだろう。患者Ii医師に全てを番わているべきで、委ねら  

れないなら措じられる医師を選べば良い．結果に対して苦情を持ち出すのは無責任すぎる．   

75才というとビンときませんが、おばあちやんや、おじいちゃんのことを考えてみたら、この  

120     年くらいなので相談できることはとてもいいと思っていま丁。とても不安が多くあると思うの  

で、相談ができるという、lつの言葉でもあると逢うと思います。   

聞11後期高齢者終末期相談支ほ料についての意見  

医師が患者に対し、治療方針を説明するのはあたり前のことなのだから、わざわざ「後期高齢  

者終末期相談支援科」を設ける必要がないと思う．そんなことを設けなくても治療方針や見込  

まれる変化、過ごし方等の相談には病院が対応すべきi年齢も決めるべきではないと思う．支  
89  

援料を負担しなければならないとするならば、公的保険の適用をさせるペきで、患者負担劇旧  

できるだけ安くすべき。rそんなに高い負担額なら、文書Ii籍請です」と患者がいうことのな  

いような負担額にしてください．   

90   

後期高齢者だけを対象にするのは、おかしいと思う．文書にしてあれは話し合いに参加できな  

かった家族も理解できていいと思う．   

91  私は年齢はあまり関係ないと思う。障鹿管理をよく考えて実行している高齢者は元気だから．   

g2   家族との打合せであって、患者との希望になければ支払いは必要はないと思います．医者の強  

い希望が患者を支援してくならば良いと思う。   

93  支援料について、支払うことについて反対です．   

94   

医療行為上当然の情報開示であり、願客である患者とのサービスの提供、ニーズのヒアリング  

は医療行為のうちに含まれるペき．   

たとえ重い病気、治る見込みがないとしても、死に至るまでの開どのょうにナごし、少しでも  

95  長い時間豪族と射こいたいと思うは自然です．私も病気の経験者ですので、文嘗にしておかな  

l’、と本▲も棚がよくないので忘れたり、記憶違いが生じてくることを知っています．なるペ  

く痛みの少ない治掠法など、手をつくしてあたってほしいと思います．   

96   より良い治療を▲・・とも思ったけど、上記と同じ理由で制度自体いらないと思う。料金が発生す  
ると、そこからまた差別とか出てくると思うし、また新しい問題がでてくると思うから。   

9丁   支援料が一回限りであれば、話し合いは何度行っても良いとのことなので、上ろしいのではな  
いでし上うか．   

2年附こ父を亡くし、先生に辞しい説明を受けて死に対する覚悟ができました．目前にそのよう  

98     な蘇があるということは良いことだと思います．相談支援科を払っても良いと思うし、払わな  

くても良いと患うとこもあり、ハツキリいってわかりません．   

99   年寄りを抱えていたから、目に見えないお金が出ました（中元、歳暮、看蜂婦への蓋し入れな  
ど）．大半の人がそうだと思いまナ。もういい加減lこしてく九という気がする．   

後期高齢者医療保険料を日々支払っているので、できればそこから患者側から支払う診療科を  

100     まかなってほしいです、といいながらも病院で診察や治療を受けた場合、すべて請来されるま  

ま1土全額払ってきているので、そういう取り決めになれば払わぎるを待ない．   

1別   患者と豪族が医師のアドバイスを受け、納得のいく治療が受けやナくなると思う．医師に遠慮  
なく苦いたいこと、聞きたいことが話し合えると思う．   

10Z  大変良いことと思う。   

患者に対して、医師は数も少なく忙しい為、話し合うのは大変だと思う．なので、基本はアン  

103     ケ】トや文通のょうな物でやり取りした方がいいと思う。もし持し合いの必要がある患者があ  

れば、行うといった形がいいと思う．   

一石3一  

間11後期高齢者終末期相談支援料についてのま見   

1Zl  しっかりした制度をつくり、確実に実行された方が周臥本人にとってもよいと思う．   

後期高齢者（75才以上）に限定するべきではないと思い呈す．年齢に関係なく、いつそのよう  

122     な状況になるかわからないのに▼り。その上うな状況になった場合、みんなが制度を利用できる  

と良いと思います．   

1Z3  相談Iま何度でもしたいが、支援料が必要である理由が納得できない。   

124   75才以上という年齢に限定されることた違和感を待った．年齢区分にこだわることなく、末期  
患者のケアを十分行って欲しい．その結果の支援料は良いと患う．   

125  後期ホ齢者に取る必要はないと思いまナ．なせ後期高齢者だけなのか疑問です。   

126  何のためかわからない。   

127  後期高齢者75才以上の方を区分するのはおかしいと思う．年貞削こ関係尤いと思う．   

128   悪用きれることIiないか．経済的に苦しい人に影響が出ないか少し心配でナ．費用は必要だと  
思いますが…．   

129  相談支援料が支払われなければいけないこと自体がわからない．   

130   相談料は医療費の一部だと思います．特別に支払うのはどうかな？75才以上という区切りも必  
質ないと思います．   

田  収入があまりない方には支壊してあげた方がいいと思います．   

132  いらないと思う．   

133   このような剋度を初めて知りました．文瞥執こ妃録してもらうことは良いことだと思う．200点  
くらいでしたら良いと思いまナ．   

134   とても良い制度だと思います．話し合うことにより理解もできるし、それを文書に残しておく  

ことIi重要で、保障をしてくれるのは望ましいからです．   

人の病気を発見し、それに伴った判断をし治庶するのが医師の摸わであり、診療費が払われる  

135  のlまぉかしいと思う．また、支払いナるとなれば、患者の負担も多少なりとも変わってくると  

思う。そんな支払いがなければ、医師は適切な指導ができないのかと避に何のた捌こ支払われ  

ているのか疑問です．   

1：16  年生省の説明が不充分、国民に不安を与えることは避けて欲しい，   

137   後期高齢者だけに、なぜこの様な制度ができたのか私には理解できません。75才以上、以下と  
区分すること自体おかしいのではないでしょうか．   

138  支捜科の200点がいくらの料金になるのかわからない？年齢区分は必要ないと思う．   

実際に相談したことがなく、その時にならないとわからないのですが、高掛こなった親の介護  

139     のことを考えると許し合うのはいいことだと思います．どんだけ金額がかかるかわからないの  

は不安ですが、無理な題命はさけたいと思うので．   

140   支援料の支払い有無とか上りも、本人に対して正しい頼政をきちんと受けることができるよう  
にして欲しい。75歳以上とか後期高齢者とか区分はしない方が良いと思う．   

141   医師の患者や家族に対する態度や対瓜こよって違ってくると思う。説明を剛、て腹が立ったり  
悔しい思いをしたことが多▲あったので．   

間1一 枚期高齢者終末納相談支往料についての意見   

医療検関が提供したことに対ナる搾酬を受け取れることも、後期高齢者が過度な金銭的負担を  

14Z     負わないようにすることも大事だと思うので、双方が満たされる支援料が支払われるべきであ  

る。   

後期高齢者の部分にのみ反対です．後期でなくても、前期でも良いと思い立す。さらに年掛こ  

143     よる区分は必要ないと思います。掛こ対する専門家の医師や看技師から情報が欲しいと思う．  

今私は88歳で、夫や子供達のことを考えると、この制度はあっても良いと思いまナ．   

144  若い世代にも五病な人はいるのに、年齢制限をかけてしまうのはどうなのか？と思い草す。   

75才以上に区切るのは好ましくない（なぜ75才以上を後期高齢者としたのか、理廟できない、  

145     高齢者といっても個人差がおおきい）．医師不足の現状では、無理。何度でも内容を変更した  

りすることは無理．   

146   

ホ齢になると件の痛いところが増えて、幾人もの医者にかかります．医療費が払っていけない  

からでナ。   

147   

よくわからないですが、支援するだけでなぜお金が発生するのか‥・。助かる見込みがないのに、  

お金を支払うなんて馬鹿馬鹿しい。   

148  凍篇措置のままで良いと思います．   

75才以上になった高齢者が、自分で判断できる状態だといいのですが、琵知症革の疾患のある  

149     方だと自分の判断しにくい状態の方は家族や親族がするのでしょうか？細説支援料の負担がど  

のくらいなのか、年金生活者にとっては負担が大きいのは厳しいと思われまナ．   

老人の行き場がない状態．入院しても状態が良い方向になっていなくて、入院期間が長くなれ  

150     ぱ退院しなくてl士ならない．国の方針．家では介穫無理な場合多く、話し合ってもなかなか薙  

しい．これからの高齢社会が授くと思うので心配です。   

十分な話し合いを行い、それを文章で提供ナることで、上り日常の生活を少しでも過ごしやす  

15l     くできることがあると思うので、良いと思います．ただ、支援料が発生することで、患者の負  

組も増えるので、全て良いとは言い切れないと思いまナ．   

152   相談料を払った後の相鋲を親身になってくれるか心配。回数を重ねる度に嫌がられたり、面倒  
くさいと対応されるかなと思う。   

153  不勉強にて、しらなかった．   

154   終末期であっても診療内容を家鼠．及び介護者がよく理解し、少しでも安らかに過ごすことが  
できるためにも必要なこと、医師看護師とのコミュニケーションが大切だと思う。   

155   今まで特に考えたことがなかったし、内容もよく知らなかった．参考の部分を読んだだけです  
が、あってもいいと思います．   

156   私の時代にもこの制度があるとしたら、話し合いや文葛にして欲しい気持ちはあるものの、相  
談料の負担が大きいと考えるかもしれません．   

文章は美しく感じられますが、その中にあるもの、奥深いものが感じられます．生を受けて生  

157     きてきた方々は皆美しく、楽しく生きぬき、旅立ちたいと思います。この制度はなにか不安を  

感じます．   

158  年齢区分は必要ないと思うし、低所得の方を優先する形が好ましい．  
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